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アンケートに外国人利用者からの回答はなかった。外国人利用者に関しては、「誰からも
利用されやすい図書館」の中で対応し、外国語の本、英字新聞等を充実させる方針。
郡山市には専門学校生を中心に1,200人以上の外国人留学生がいる。その大半は東南ア
ジア系である。
彼らに必要なのは、日本語を外国人が習得できる本・雑誌であり、自力では購入し肉ので
増やしてほしい。
今後検討していく。

・館長・議長挨拶

資料により事務局から説明の後、質疑応答。特に質疑なし。

事務局から10月28日に東京都中野区立中野東図書館及び東京子ども図書館で交渉中と説明。
コロナウイルス感染症拡大状況によっては中止・延期もありうる旨説明。

「レクチャーコンサート」「音楽都市」としての独自性以前に、「郡山って何だ？」というアイ
デンテティを示す「安積開拓」「安積疏水」等について「一本の水路」により発展しその後音
楽都市になったことを強調し、「郡山らしさ」「郡山とは？」を改めて郡山市民に明らかにし
てほしい。

職員が訪問する場合と郵送の場合がある。予約カードに記入してもらい、貸出可能
のものから順次発送。相手によっては職員がブックリストを作成して選んでもらう
など相手によりケースバイケース、柔軟に対応している。

本文で分かりにくい用語は補足トピックスで説明するようにしたい。
「ベビーファースト」は郡山青年会議所の施策として提示されたものを取り入れた
ものであり、市民にはまだ定着していない。
「郡山らしさ」「一本の水路」については事業を通じてアピールしていくことを検
討する。

障がい者等向けの配本サービスについての詳細を。PCからの予約は可能か？

彼ら(留学生)に必要なのは外国語の本ではなく、ルビなどのついた「わかりやすい
やさしい日本語の本」である。それらの本の利用や活用法については私に相談して
ほしい。

郡山市図書館協議会議事録

計22名
15名中12名

出席者

令和4年8月26日（金)
郡山市中央図書館3階:研修室1

中央図書館長以下10名

織田島委員に代わり委員となった佐藤輝委員を紹介した。

（2）郡山市図書館協議会視察研修(案)について

（3）郡山市図書館基本的運営方針(案)について

（1）令和4年度事業報告について

多言語には全ては対応できない。

「レファレンスサービス」「レフェラルサービス」について、本文と補足トピック
スが離れた頁にあり分かりにくい。
「ベビーファースト」について市民に定着していない用語のため補足が必要。

前回定例会後の利用者アンケートの結果及び資料により事務局から説明の後、質疑応答。

アンケート結果に外国人利用者からの満足度を示す項目がなかった。外国人利用者に関
して、運営方針に反映させないのか？

カウンター他館内随所にＷｉ-Ｆｉの説明およびパスワードを掲示している。
中央図書館のフリーＷｉ-Ｆｉについての館内説明がわかりにくかった。

5その他

電子機器・電子書籍等の利用について説明や促進が必要だ。

アンケート結果71%の利用者が電子書籍を利用していない。活用についてどうなの
か？図書館利用者はあくまで紙の本を利用したい者が多いという表れなのか？

電子書籍はペーパーレス社会への目標の一つでもあり、コロナ下で図書館に来館し
なくても借りられるというメリットもあるが、デメリットとして、あくまで本の購
入ではなく2年間の利用権であり、図書館の蔵書にはならない(利用の恒久性が担保
されず、コンテンツが流動的)点、ベストセラー・新刊等がなく、図書館向けコン
テンツが不足している点があり、予算的にもどんどん増やせるわけではない中で、
メリットを生かしてデメリットを補いつつ、活用拡大を図っていく。

「社会教育施設を所管する機関の特例制度の活用」について説明。
具体的には図書館・美術館等の社会教育施設を教育委員会から市長部局に移管しう
るという法改正について。
メリット:市長部局との連携強化、スピーディーな意思決定
デメリット:専門性の低下、教育委員会の関与低下(一定の関与はできる)

ここで審議を終了させていただく。



事務局:

閉会
次回予定 2022年11月

次回の協議会でも引き続き運営方針について協議します。

視察研修は10月28日東京方面を予定。次回協議会は視察終了後の11月を予定しています。

デメリット:専門性の低下、教育委員会の関与低下(一定の関与はできる)
郡山市においても平成27年に文化スポーツ部を市長部局に移管しているほか、他の
中核市においても約70%が体育関係部署を市長部局に移管している。一方図書館の
移管は6館にとどまっている。


